
所在地 法　人　名
指導監査
実施日

文書による指導の内容
指導に対す

る
是正状況

備　考

高知市 社会福祉法人ふるさと
会

R1.11.13 なし

高知市 社会福祉法人山寿会 R1.11.26    評議員会の出席状況について、前回指導監査時に引き続き、欠席
が継続している者が認められた。この状態が継続するようであれ
ば、評議員の交代等を検討すること。

改善済

高知市 社会福祉法人高知県福
祉事業財団

R2.1.22 １　評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲
　げる事項を定めること。
　（１）評議員会の日時及び場所 
　（２）評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 
　（３）（１）（２）に掲げるもののほか、評議員会の目的である
　　　事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除
　　　く。）の概要（議案が確定していない場合にあつては、その
　　　旨）

２　寄付により処分を行った土地について、財産目録に表示がされ
　ていた。社会福祉法人会計基準に基づき適正な処理を行うこと。

１改善済

２改善済

高知市 社会福祉法人高知県社
会福祉協議会

R2.1.30 なし

南国市 社会福祉法人ふるさと
自然村

R1.10.24 なし

南国市 社会福祉法人土佐厚生
会

R1.11.28 なし

土佐市 社会福祉法人太陽福祉
会

R1.12.4    法人の定める職務権限規程について、理事会の要議決事項である
基本財産の処分、金銭の借入（軽微なものを除く）及び施設長の任
免その他重要な人事も含まれる規定となっている部分については、
理事長専決事項から除くこと。

改善済

安芸郡
北川村

社会福祉法人北川村社
会福祉協議会

R1.9.5 なし

安芸郡
芸西村

社会福祉法人芸西村社
会福祉協議会

R2.1.24 　評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げ
る事項を定めること。
　（１）評議員会の日時及び場所 
　（２）評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 
　（３）（１）（２）に掲げるもののほか、評議員会の目的である
　　　事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除
　　　く。）の概要（議案が確定していない場合にあつては、その
　　　旨）

改善済

長岡郡
大豊町

社会福祉法人大豊町社
会福祉協議会

R1.9.17 なし

吾川郡
いの町

社会福祉法人伊野福祉
会

R1.9.26    理事及び監事等（評議員含む）が理事会又は評議員会に出席した
際の報酬について、現行の報酬規程に規定し、規程に基づいた支給
を行うこと。

改善済

吾川郡
いの町

社会福祉法人はってん
福祉会

R1.12.3 なし

吾川郡
仁淀川町

社会福祉法人仁淀川町
社会福祉協議会

R1.11.6 なし

高岡郡
中土佐町

社会福祉法人かど福祉
会

R1.10.3    評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げ
る事項を定めること。 
（１）評議員会の日時及び場所 
（２）評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 
（３）（１）（２）に掲げるもののほか、評議員会の目的である事
    項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）
    の概要（議案が確定していない場合にあつては、その旨）

改善済

高岡郡
中土佐町

社会福祉法人中土佐町
社会福祉協議会

R2.2.7 なし

社会福祉法人　指導監査結果

令和２年３月３１日現在（「所在地」｢法人名」は指導監査実施日現在）



所在地 法　人　名
指導監査
実施日

文書による指導の内容
指導に対す

る
是正状況

備　考

高岡郡
佐川町

社会福祉法人仁淀川ふ
くし会

R1.8.6 １　会計伝票には、サービス区分、勘定科目、取引年月日、数量、
　金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印又は承
　認のサインを受けること。

２　計算書類の作成において、事業区分間、拠点区分間、サービス
　区分間における内部取引については相殺消去すること。

３　財産目録は「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に
　関する運用上の取扱いについて」の様式に則して作成すること。

１改善済

２改善済

３改善済

高岡郡
佐川町

社会福祉法人同朋会 R1.10.16    評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げ
る事項を定めること。 
（１）評議員会の日時及び場所 
（２）評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 
（３）（１）（２）に掲げるもののほか、評議員会の目的である事
     項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）
     の概要（議案が確定していない場合にあつては、その旨）

改善済

高岡郡
佐川町

社会福祉法人さくら福
祉事業会

R2.1.16 　事業計画書及び収支予算書について、定款に基づいた手続きを行
うこと。

改善済

高岡郡
佐川町

社会福祉法人おひさま R1.10.17
R1.10.31

なし

高岡郡
越知町

社会福祉法人越知町社
会福祉協議会

R1.9.3 なし

高岡郡
梼原町

社会福祉法人梼原町社
会福祉協議会

R1.10.18 なし

高岡郡
津野町

社会福祉法人津野町社
会福祉協議会

R1.9.27 なし

高岡郡
四万十町

社会福祉法人高幡福祉
会

R1.9.10 なし

高岡郡
四万十町

社会福祉法人窪川児童
福祉協会

R1.11.19 なし

幡多郡
黒潮町

社会福祉法人土佐七郷
会

R1.12.19 　評議員会の開催にあたり、理事会での決議がされていない事例が
認められました。評議員会の開催については、理事会で決議を行う
こと。

改善済


